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研究成果の概要（和文）：母語学習の意義、課題、支援のためのネットワークについて、兵庫県

の 3つの小学校での詳細なフィールド調査と、タイ・オーストラリア・アメリカの６地点での

現地調査との比較研究により考察した。外国人児童と友人・教師・両親等の関係性に焦点を当

て、言語意識の多様性と変化の要因を解明した。その結果、母語学習を動機づけるためには、家

庭と学校全体の取り組みや母語習得に関する知識の共有が必要であること、適切な教材・教授

法を連携して開発すること、そして、学校・NPO・行政・企業・研究者のネットワーク形成のた

めの政策的対応の必要性を明らかにし、提案をまとめた。

研究成果の概要（英文）：We analyzed the significance and issues of mother tongue education
and supporting networks, based on a comparative study of field works at three primary
schools in Hyogo prefecture and at six sites in Thailand, Australia and the USA. Focusing
on the relation between foreign children and their friends, teachers and parents, we
clarified factors forming diversity in language awareness and its change, and proposed
necessity of parent and whole school involvement as well as their knowledge regarding
mother tongue acquisition in order to strengthen the students’ motivation for the
learning. We also concluded that collaboration in developing appropriate teaching
materials and methods should be necessary. A clear policy foundation to support foreign
children is urgently needed to form networks between schools, NPOs, government, business
and researchers.
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１．研究開始当初の背景

(1) 兵庫県の公立学校における母語学習支
援制度の開始

兵庫県では、公立小・中校での外国人児童
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の増加に伴い、その対応策の一環として、平

成 18 年度（2006 年）から「母語教育支援セ

ンター校」を指定し、母語学習推進の事業を

開始した。しかしながら、教育実践の蓄積の

ない分野であり、現場は手探り状態であった。

教授法の開発などについては、母語力がある

程度高い児童に対する母語を活用した日本

語教育や「日本語・母語相互育成学習」の研

究が進みつつあるが、母語力の弱い低年齢の

児童に対する研究は非常に遅れている。また、

学校では、外国人児童たちが周囲からのいじ

めにあったり、自身のルーツを隠したりする

ケースが多く見られ、学習困難に陥っている

児童もいることが報告されている。母語教室

をはじめ、学校・地域社会を視野に入れた母

語学習支援の体制づくりは急務の課題であ

ると考えた。

(2) 異文化の組織間のネットワーク形成の

研究の継続

平成 16 年度（2004 年度）から平成 18 年度

（2006 年度）の科研によって、「外国人支援

NPO による多文化共生ネットワーク形成の国

際比較」の研究を行い、外国人支援の課題の

中で、子どもたちの支援についての問題意識

と、異組織間のネットワーク形成の疎外要

因・促進要因についての考察を行った。この

研究成果を踏まえ、NPO と学校の連携が必要

とされる母語教育支援のネットワーク形成

について研究することによって、さらに考察

の深化が可能と考えた。

２．研究の目的

(1) 兵庫県内の母語学習の実態把握―母語

教育支援センター校を中心とした母語学習

の提供団体、学習者数、教師の選定や研修、

カリキュラム、教材、財源など総合的な調査

を実施する。

(2)母語学習の意義と課題の調査―外国人の

児童と周囲の他者との関係性に焦点を当て、

外国人児童、家庭、学校内の他の児童や教師

の意識についても調査し、母語学習の意義を

明確にする。

(3)オーストラリア、アメリカにおける先進

事例の調査―現地の学校・NPO などによる母

語教育支援体制について、過去数十年の実績

の中から得られた知見をめぐって、日本での

適応性についての考察を行う。

(4)タイでの母語学習教室の調査―アジアで、

日本と類似した母語学習への取り組みや学

校文化を持つ国であるタイにおける調査を

行い、日本との類似点・相違点を探索するこ

とで、新たな考察のための視点を得る。

(5)支援体制のネットワーク分析―母語学習

教室と他の組織とのネットワークの形成状

況、形成の阻害要因および促進要因の解明を

行う。

３．研究の方法
(1) 兵庫県内の母語教育支援センター校を
中心に母語教室や学校長や母語講師を含む
学校関係者の聞き取り調査、及び、詳細な参
与観察を行った。母語講師をしている研究協
力者は、講師の立場からの関与観察による分
析を行った。５校での予備調査の後、最終的
には中国語（帰国者子弟対象）・ベトナム語・
スペイン語の３校に絞って、重点的に教室活
動を観察した。学校との連携により母語教室
を提供している市民団体での面接調査も行
った。

(2) 中国帰国者子弟三世については、母語教
室を観察した学校の卒業生の青年（５名）に、
母語意識・アイデンティティの変容を中心に
ライフヒストリー調査を行った。

(3) 国内の他地域（神奈川県）の外国人児童
生徒の教育支援について、特に進学に関する
課題について聞き取り調査を行った。

(4) 海外調査では、タイでは国境を往来する
モン族の集住地域を中心に、アメリカではベ
トナム系コミュニティによる母語教育実践、
オーストラリアでは、日本語・中国語・ベト
ナム語のコミュニティ言語学校を中心に、国
の母語教育政策と支援体制とネットワーク
についての調査を６地点で集中的に行った。

４．研究成果
兵庫県内の母語教育支援センター校につ

いての実態把握を行い、集中的に調査を行っ
た 3校の考察とタイ・オーストラリア・アメ
リカでの調査結果を基に、母語教育支援の意
義と課題について、以下の５点を重点的に取
り上げ、対応の方向性についての提案をまと
め、報告書を作成した。

(1) 母語学習者の多様性の形成要因とニー
ズの整理

①日本滞在歴と生活環境―渡日の年齢、母国と

の関係（往来型・日本定住志向型・未決定型）、

家族構成と家族の言語環境、親の社会経済的環

境

②母語・日本語運用力と母語意識―「読む・書

く・話す・聞く」の４技能、生活言語・学習言



語、方言・標準語使用など、および、母語・日

本語についての意識（有効性、自尊意識、負の

意識、等）。

③学校での環境―同じ言語背景の友人の存在

と友人間の関係についての意識、学校内での母

語の位置づけ、等。

(2)母語についての否定的な意識の解消と学

習モチベーションの向上について―全校生を

対象としたカリキュラムの開発

①母語・母文化を学ぶ意義や学習目標を明確

に理解し、母語・母文化に対する肯定的意識・

有効性の意識を高め、母語学習によって自尊

意識や自信を強める機会とする。たとえば、

運動会や音楽会などの学校行事でバイリンガ

ル（日本語・中国語）のアナウンスをすると

いった事例が調査され、これによって子ども

たちが自信や達成感を持つことなどが明らか

にされた。ただし、学校全体が、中国語を話

す子どもたちへの理解を深めているという状

況が必要である。

また、自分の母語運用力が、他の児童にと

って役立つものであるという有用感、および、

受験や将来の就業に役立つという有効性の意

識を持てるようにすることが考えられる。母

国と往来する子どもたちにとっては、母語運

用力が役立つことを実感できる機会があるが、

そうでない子どもたちも、母語を活用するロ

ールモデルとなる大人との接点を作ることで、

身近に感じることができるかもしれない。

また、学習モチベーションの低さの原因と

して、オーストラリア調査では、学習の成果

が明確に評価されないということも指摘され

ており、何らかの形で学習していることが公

的に評価される仕組みを作っていくことも考

える必要がある。

② 全校生を対象とした国際理解教育カリキ

ュラム等を実施することが必要である。異な

る言語を話すことが、他の児童からのいじめ

の原因にならないような環境づくりのため、

異なる言語や文化を知識として理解すること

に止まらず、情意のレベルで共感する力を育

成する国際教育、異文化コミュニケーション

教育や多文化教育が必要とされている。

③母語教室が心の安らぎをもたらす居場所

となることも指摘されており、その精神的効

果を高めることも考慮に入れなければなら

ない。

(3) 日本人児童・教師の母語教室への関心の

強化―言語の価値の認識の必要性

母語教育の問題は、外国にルーツのある子

どものみの課題と考えるべきではなく、周囲

の他者の視線や関心によって、大きく影響さ

れる。しかし、母語教室の存在が学校全体で

知られていないケースもあり、他の児童たち

や、教師達にもあまり知らされていない学校

もある。それは、「目立たせない」という一

つの配慮として意図的に知らせていない場合

と、他の人たちにはあまり関係がないという

理由や、その他、さまざまなケースがある。

しかし、不可視化されることは、子どもや親

にとって、彼らの母語は日本の学校・社会で

は重要ではないと考えられているというメッ

セージとして受け止められる可能性がある。

そこで、以下の３点が重要である。

①母語教室の存在や活動を公的なものとして、

広く学内外に示していく。

保護者や一部の教師だけでなく、学校全体、

そして、地域社会全体でその重要性の意識が

共有されなければ、子どもたちの意識は変わ

りにくい。本研究で対象とした B 校やＣ校の

ように、学校全体の中で、母語教室が公的な

存在として位置づけられ、存在がアピールさ

れている必要があると考える。

②言語の価値の認識に向けて、学校教育にお

ける言語教育の改革を行う。

日本の学校では、日本語を話す日本国籍の

子どもを対象とすることが前提となっており、

外国語として英語教育の必要性が語られる以

外には、世界で使われている多様な言語の、

それぞれの固有の価値を重視するという理念

はあまり存在していない。兵庫県の母語教育

支援事業の趣旨として、新渡日の外国人児童

生徒の学習言語の習得を支援すること、およ

び、アイデンティティの確立を支援すること

が挙げられているが、母語そのものの価値に

ついては触れられていない。母語教育の基本

理念の前提として、人々が使っている多様な

言語に等しく価値があることが認識される必

要がある。それを踏まえて、多様な言語・文

化への価値意識や関心を高める学校全体の取

り組みの導入や、国内外で実践され、効果の

あがっている事例を収集・考察し、それらの

応用的プログラム開発が行われなければなら

ない。中学・高校などで選択教科（外国語）

としてポルトガル語や中国語、韓国・朝鮮語

などが教えられている学校もあるが、非常に

限定的である。オーストラリアで取り組まれ

ているように、母語教育を含めた多様な言語

教育が学校の正規のカリキュラムの一つとし

てとりあげられるようになっていくことが重

要であると考える。

③保護者の母語教育についての意識を高める

ために、保護者を巻き込んだ活動を導入する。



保護者の意識も重要であり、母語教育の一

環として、保護者やコミュニティの人たちを

も巻き込んだ活動などを継続的に行うことも、

母語教育への周囲の関心を高めることに有効

である。たとえば、調査対象校で行われてい

る事例で、保護者が来校する行事でのバイリ

ンガル・アナウンスの取り組みや料理や踊り、

保護者によるベトナム戦争についての授業な

どが参考になる。

(4) 多様なレベルやニーズの学習者に対応

するための教材・教授法開発

① 国内外での研究・教育実践の調査を行い、

ネットワークによる協働開発を行う。まず、

多様な言語レベルの児童が学べるような活動

を中心とした学習デザインの研究を行ってい

くことが急務であり、教育経験の蓄積のある

国内外の学校で利用されている事例を調査し

た。これらをさらに蓄積し、各校で使える汎

用性の高いものにすることや、言語横断的に

協力して開発する必要があり、そのためには、

行政や NPO/NGO などとの連携が強く求められ

る。兵庫県だけでなく、他の府県でも多数の

NPO/NGO が母語教室を提供しており、行政機関

が結節点となってそれらをネットワーク化し、

知見を集約し、協働して教材や授業法などの

改善につなげる試みが必要であろう。オース

トラリアでは、政府の支援によってコミュニ

ティ言語学校の州別ネットワークとそれらを

統括する全国ネットワークが形成されている

が、日本でも、連携を進める地歩固めをして

いくことが必要である。

②母語講師の継続的雇用体制を確保する。

講師が断続的に変わっていくと、教授法が

うまく蓄積されていかないことが問題になる。

母語教師は不安定なポストになりがちであり、

多くのケースでは講師への謝金を賄う予算が

十分ではない。ボランティア精神に依存して

いるのは日本だけの状況ではないが、継続的

に行えるような制度作りと財政的補助が不可

欠である。

(5)母語教育支援のためのネットワーク形成

の促進要因

―「対面コミュニケーションのための場の設

定」と「情報ギャップ」の解消

母語教育支援体制を充実させるには、学校・

家庭・NPO/NGO・地域コミュニティ・行政・企

業・研究者が連携する必要がある。しかし、

現状では、学校が NPO/NGO などの他の諸機関

と連携（協力）している事例は、ごくわずか

である。協力体制のある学校でも、緊密な連

携という段階には至っていない。行政（教育

委員会）が結節点となって、研修会などを通

じて、母語講師同士が協力する場が提供され

ているが、それ以外にも、外国人の子どもた

ちを支援する NPO/NGO や研究者が、専門の知

識や情報を蓄積したうえで、連携することが

必要である。また、外国人を多数雇用してい

る近隣企業との連携が行われている学校もあ

り、そのような事例をさらに研究したうえで、

学校・行政・企業の連携についても検討され

なければならない。

シアトルの NPO (Vietnamese Friendship

Association)は、いろいろなプログラムを実

施しながら、約 15 機関と連携しており、助成

金を受けたり、教員研修プログラムの大学院

生を教員として支援に来てもらったりするこ

とで、さまざまな活動を行っている。そして、

連携することで報告書の作成なども丁寧に行

うようになり、情報公開にも役立ち、それが

さらに活動の指針作りに役だっているという

報告がある。一方、タイでは、NGO の活動が活

発であるが、学校や行政との連携は困難な状

況であることが報告されている。まず、コミ

ュニケーションをしようとしていないという

ことが指摘されているが、日本の状況とも近

似していると言えるだろう。

松田・野津（2007）では、NPO と行政や学校

との連携に向けて、連携形成の推進に何が必

要かを分析したが、その一つとして、「公的対

面コミュニケーションの場の設定」の必要性

をとりあげた。相互に交流して意識を高める

ための場が必要であり、それによって、連携

形成の阻害要因である「情報ギャップ」を埋

め、信頼関係を構築しなければならない。母

語教育に関しては、たとえば、子どもたちの

言語問題の的確な認識（生活言語と学習言語）

や、バイリンガル教育の可能性についての知

識、家庭での言語力の違いから生じる親子の

コミュニケーションギャップの問題や、言語

をめぐるアイデンティティの不安・葛藤から

生じる問題への認識など、日本人が日本語の

みで生活している環境の中では理解し難い、

複雑な問題を含んでおり、また、疎外感や心

理的葛藤などについても、外観からは見えな

い部分が多く、子どもたちに寄り添い、深い

理解のある人たちの視点からの情報が重要に

なり、情報ギャップを埋めるためのコミュニ

ケーションの場が必要とされている。

(6)政府の明確な方針の必要性

以上のような実践を進めていくには、明確

な政府の方針の確立が必要である。各自治体

は、文科省の方針によって教育行政を行って

おり、国の方針が曖昧なままでは、各自治体



も明確な路線を打ち出せず、また、国からの

予算補助がなければ、大きな展開をすること

は非常に困難な状況にある。まず、日本も批

准している「子どもの権利条約」にのっとり、

日本籍の児童以外の子どもたちの教育保障の

方針を確立させ、すべての子どもの健全な成

長を守る視点から、外国人児童の教育につい

ての明確な法整備や指針の策定を文科省が行

い、各自治体がそれに基づいて支援する体制

を整えることが必須であると考える。

(7) 得られた成果の国内外における位置づ
けとインパクト

母語教育支援の研究は日本ではまだ未発
達の分野であり、研究の蓄積が非常に限定的
である。本研究は、「他者との関係性」に焦
点を当てて、母語教育の意義や課題を、教育
現場での詳細なフィールド調査から把握・分
析することで、日本国内の母語研究者や実践
機関に対して、実践例の紹介と理論的な貢献
を果たした。また、日本人児童を含む、学校
や保護者や地域社会全体の変容を視野に入
れ、NPO や行政とのネットワークを活用した
母語教育システム開発の重要性を理論的に
明らかにし、さらに今後のシステム開発の方
向性を明確にすることができた。

(8) 今後の展望
学校や地域社会では、外国人の子どもたち

の急増だけでなく、国際結婚によって日本語
以外の母語や母文化を持つ子どもたちも、全
国的に増加しており、本研究の取り組んでい
る問題は、今後、ますます、その重要性を増
していくと考えられる。外国にルーツのある
子ども達が、かれらの持つ言語能力や異文化
を生かす能力が伸展できるかどうか、さらに
は、学校や社会がそういう子どもたちを受け
入れ、モノリンガル、モノカルチュラルな社
会・教育の構造を変革していくことができる
かどうかは、今後のグローバルな社会を生き
る日本の将来に大きく影響する重要な課題
である。

今後も母語教育の問題を研究し、子どもた
ちの言語能力をどのように十分に発達させ、
自尊意識を持って学習能力を伸ばしていく
ことができるか継続的に探求する必要があ
る。さらに、よりマクロな視点から、日本の
移民政策のあり方、外国人の子どもの教育を
受ける権利の問題、そして、ホスト社会の「こ
とばの壁」と「心の壁」の問題を、学校教育
の中でどう改革していくかという課題を考
えていかなければならない。
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